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横
断
歩
道
で
の
歩
行
者
優
先
を

守
り
ま
し
ょ
う

　
横
断
歩
道
を
渡
ろ
う
と
す
る
歩

行
者
が
い
る
と
き
は
、
横
断
歩
道

の
前
で
一
時
停
止
す
る「
横
断
歩

道
に
お
け
る
歩
行
者
優
先
」が
道
路

交
通
法
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
信
号
機
の
な
い
横
断
歩

道
の
手
前
に
は
、
道
路
標
識
や
路

面
標
示
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の

で
、
見
落
と
さ
な
い
よ
う
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

11
月
25
日
㈬
～
12
月
１
日
㈫

犯
罪
被
害
者
週
間

　
犯
罪
被
害
者
な
ど
が
、
被
害
か

ら
立
ち
直
り
、
平
穏
に
過
ご
せ
る

よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
地
域
の

人
々
の
理
解
と
配
慮
、
そ
れ
に
基

づ
く
協
力
が
重
要
で
す
。
犯
罪
被

害
者
な
ど
の
置
か
れ
て
い
る
立
場

や
、
支
援
の
重
要
性
・
必
要
性
を

認
識
し
、
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
警
察
で
は
犯
罪
被
害
者

へ
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
弔
慰
金

支
給
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◉
県
犯
罪
被
害
者
相
談
窓
口

☎
０
２
９
・
３
０
１
・
７
８
３
０

◉
い
ば
ら
き
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
・
２
３
２
・
２
７
３
６

◉
土
浦
警
察
署
警
務
課

☎
８
２
１
・
０
１
１
０

　
年
末
は
、
日
没
時
間
が
年
間
を

通
じ
て
最
も
早
く
、
夕
暮
れ
時
か

ら
夜
間
に
か
け
て
交
通
事
故
の
多

発
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
忘

年
会
な
ど
、
飲
酒
を
す
る
機
会
が

増
え
る
こ
と
に
よ
り
、
飲
酒
運
転

に
よ
る
事
故
が
発
生
す
る
可
能
性

が
高
く
な
り
ま
す
。

12
月
１
日
㈫
～
15
日
㈫

年
末
の
交
通
事
故
防
止
県
民
運
動

　
交
通
安
全
思
想
の
普
及
・
浸
透

を
図
る
と
と
も
に
、
交
通
ル
ー
ル

の
遵
守
と
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の

実
践
を
習
慣
付
け
る
こ
と
に
よ

り
、
交
通
事
故
防
止
の
徹
底
を
図

り
ま
し
ょ
う
。

ス
ロ
ー
ガ
ン

一
杯
の

お
酒
で
狂
う

目
と
心

運
動
の
重
点

・
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故

防
止

・
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
交
通
事
故

防
止

・
飲
酒
運
転
の
根
絶

　昭和23（1948）年12月10日、国連総会で世界
人権宣言が採択されたことを記念し、毎年12月
10日が「人権デー」と定められました。法務省と全
国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日と
する12月４日から10日までを「人権週間」として
います。
　人権は自分と同じように他の人にもあるという
ことを理解するとともに、お互いに相手の立場を
尊重し、豊かな人間関係をつくりましょう。

・女性の人権を守ろう
・子どもの人権を守ろう
・高齢者の人権を守ろう
・障害を理由とする偏見や差別をなくそう
・同和問題（部落差別）を解消しよう
・アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
・外国人の人権を尊重しよう
・ＨＩＶ感染者などに対する偏見や差別をなくそう
・ハンセン病患者・元患者、その家族に対する偏見
や差別をなくそう

・刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
・犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
・インターネットによる人権侵害をなくそう
・北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深
めよう
・ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
・性的指向および性自認を理由とする偏見や差別を
なくそう
・人身取引をなくそう
・東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

12月４日（金）～10日（木）は
問水戸地方法務局
　（☎029‐227‐9919）人 権 週 間  です

日12月10日（木）　午前10時～午後３時
場都和公民館
内家庭内・近隣問題、いじめ・差別問題な
どで日頃から悩んでいることや、困っ
ていることの相談を、人権擁護委員が
お受けします。

問総務課（☎826‐1111　内線2330）

特設人権相談

一人一人が人権を尊重しましょう　～令和２年度啓発活動強調事項～


